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平
成
十
七
年

九
月
十
六
日

(

金
曜
日)

号
外
第
八
十
二
号

目

次

公
安
委
員
会

○
確
認
事
務
委
託
に
係
る
法
人
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則

(

交
通
指
導
課)

…

�

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施

(

同

)

…
��

公

安

委

員

会

確
認
事
務
委
託
に
係
る
法
人
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号

確
認
事
務
委
託
に
係
る
法
人
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
号)

附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法

(

以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
、
同
法
第
五
十
一
条
の
十
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
そ
の
他
確
認
事
務
の
委
託
に
関
し
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

登
録
の
申
請)

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
登
録
申

請
書

(

別
記
様
式
第
一)

を
青
森
県
公
安
委
員
会

(

以
下

｢

公
安
委
員
会｣

と
い
う
。)

に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

登
録
の
結
果
通
知)

第
三
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
の
申
請
を
し
た
法
人
に
対
し
て
、
登
録
を
し
た
と
き
は
登
録
通
知

書

(

別
記
様
式
第
二)

に
よ
り
、
登
録
を
し
な
い
と
き
は
登
録
申
請
に
関
す
る
通
知
書

(

別
記
様

式
第
三)

に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(

登
録
の
取
消
し)

第
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
は
、
登
録
取
消
処
分
通
知
書

(

別
記
様
式
第

四)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

(

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習)

第
五
条

法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習

(

以

下

｢

資
格
者
講
習｣

と
い
う
。)

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申

込
書

(

別
記
様
式
第
五)

を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定)

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
申
請
書

(

別
記
様
式
第
六)

を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
認
定
考
査
を
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。

(

資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
及
び
認
定
書
の
再
交
付)

第
七
条

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二

十
三
号
。
以
下

｢

委
託
に
関
す
る
規
則｣

と
い
う
。)

第
九
条
第
二
項
に
よ
る
資
格
者
講
習
修
了

証
明
書
の
再
交
付
又
は
同
規
則
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書

(

認
定
書)

再
交
付
申
請
書

(

別
記
様
式
第

七)

を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
駐
車
監
視
員
資
格
者
証)

第
八
条

法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
証

(

以
下

｢

資
格
者

証｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
交
付
申
請
書

(

別

記
様
式
第
八)
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資
格
者
証
の
返
納
を
命
ず
る
と
き
は
、
駐
車

監
視
員
資
格
者
証
返
納
命
令
書

(

別
記
様
式
第
九)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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(

資
格
者
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付)

第
九
条

委
託
に
関
す
る
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
者
証
の
書
換
え
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
書
換
え
交
付
申
請
書

(

別
記
様
式
第
十)

を
公
安
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

委
託
に
関
す
る
規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
駐

車
監
視
員
資
格
者
証
再
交
付
申
請
書

(

別
記
様
式
第
十
一)

を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

公
安
委
員
会
に
す
る
申
請
書
等
の
経
由
先)

第
十
条

こ
の
規
則
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
申
請
及
び
申
込
み
に
関
す
る
書
類
は
、
青

森
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
を
経
由
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

(

警
察
本
部
長
へ
の
委
任)

第
十
一
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
青
森
県
警
察
本
部
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
号)

附
則
第
二
条
の
規
定
に

基
づ
き
行
う
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
確
認
事
務
の

委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号)

第
六
条
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
九
月
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

井

畑

明

男

一

講
習
等
の
期
日

１

講
習

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

(

水)

及
び
同
月
二
十
日

(

木)

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

(

受
付
時
間

両
日
と
も
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で)

２

修
了
考
査

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

(

木)

午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

(

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
前
九
時
二
十
分
ま
で)

二

講
習
等
の
場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

三
階
視
聴
覚
教
室

三

受
講
定
員

百
名
程
度

(

申
込
み
先
着
順
で
、
定
員
に
な
り
次
第
申
込
み
の
受
付
を
終
了
す
る
。)

四

受
講
申
込
方
法
等

１

申
込
期
間

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

(

月)

及
び
同
月
十
八
日

(

火)

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

申
込
場
所

(

問
い
合
わ
せ
先)

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
交
通
部

交
通
指
導
課
指
導
取
締
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

内
線
五
一
三
四

３

申
込
方
法

受
講
申
込
者
本
人
が
、
次
の
書
類
等
を
四
の
２
の
申
込
場
所
に
直
接
持
参
し
て
申
し
込
む
こ

と
。

�

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書

(

各
警
察
署
交
通
課
で
受
領
す
る
こ
と
。)

�

講
習
手
数
料

(

予
定
額)

一
万
九
千
円

(

青
森
県
収
入
証
紙
で
納
付
す
る
こ
と
。)

４

そ
の
他

講
習
受
講
日
及
び
修
了
考
査
の
日
に
は
、
運
転
免
許
証
等
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
類
を

提
示
す
る
こ
と
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


